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生活福祉資金 

緊急小口資金   のしおり 
 

 緊急小口資金は、低所得世帯等に対し、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難

になった場合に貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした制

度です。原則として、自立相談支援事業の利用が要件となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※静岡県社会福祉協議会が申込みを受付けしてから貸付実行（口座入金）までは、

審査を経て概ね１週間程度かかります。 

 

 

 

次の要件すべてに当てはまる世帯が対象となります。 

（１）静岡県内（住民票の記載地）に居住している世帯（外国人の場合、現在地

に６か月以上居住し、将来とも永住する確実な見込みがあること） 

（２）次の要件のいずれかに該当する世帯 

・低所得世帯（生活扶助基準の 1.7倍以下の所得の世帯） 

・障害者世帯（身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの

方が属する世帯で、真に資金の捻出が困難な世帯） 

・高齢者世帯（日常生活上、療養または介護を必要とする 65歳以上の高齢

者が属する世帯で、真に資金の捻出が困難な世帯） 

（３）資金の貸付により、一時的にひっ迫している家計状況が改善される世帯 

制度の概要 

○貸付限度額 １００，０００円以内（千円単位：千円未満は切捨） 

証拠書類（提出書類）に基づいて積算した金額を貸付金額の上 

限とします。  

（例：積算額３７，８００円⇒貸付額３７，０００円） 

○据置期間  ２か月以内 

（借り入れの内容によって決定します。） 

○償還期間  据置期間経過後１２か月以内 

（借り入れの内容によって決定します。） 

○貸付利子   無利子（償還期限後は残元金に対して５％の延滞利子） 

○送金方法  借受人の指定する金融機関口座に一括送金 

※金融機関の休業日には送金できません。 

貸付の対象となる世帯 
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借受人（借入申込者） 

 

借受人（借入申込者）は、原則世帯主ですが、就労などにより償還可能な収入 

が見込める者（生計中心者）でも構いません。 

 

貸付対象となる資金の用途 

 

（１）医療費または介護費等を支払ったことにより、臨時の生活費が必要なとき 

（２）火災等の被災によって生活費が必要なとき 

（３）年金、保険、公的給付の支給開始までに生活費が必要なとき 

（４）会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき 

（５）滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより、支出 

が増加したとき 

（６）公共料金等の滞納により、日常生活に支障が生じるとき 

（７）法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受けるた 

めに経費が必要なとき（交通費など） 

（８）給与等の盗難によって臨時の生活費が必要なとき 

（９）その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高 

いと認められるとき 

 

貸付審査 

 

（１）市町社協において面談、申請手続き、書類等の確認後、静岡県社会福祉協

議会（県社協）が申請を受理し、審査を行います。 

（２）審査において、借入申込者（世帯員含む。）の勤務確認や意志確認など、申

請内容を再度確認する場合があります。 

（３）申請内容に虚偽や真実でない点があった場合には、今後本資金に関する一

切の申込みが不可能となるだけでなく、法的措置をとる場合があります。 

（４）審査により、貸付不承認となる場合もあります。 

 

貸付の決定 

 

（１）審査により貸付の必要性が認められた場合は、貸付を決定します。 

ただし、資金の使途や償還能力等を勘案して、申込金額より減額して決定

する場合があります。 

（２）貸付決定（不承認）したときは、借入申込者に貸付決定（不承認）通知を

送付します。不承認となった場合、不承認理由はお答えいたしません。 

（３）貸付を決定した場合は、「借用書」により貸付契約を締結します。 
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資金の交付方法 

 

（１）送金は、本会が申し込みを受付けてから、審査を経て概ね１週間程度かか

ります。 

（２）送金先は、借受人名義の口座です。 

 

 

届出義務について 

 

（１）借入世帯に以下のような事由が発生した場合は、市町社協まで速やかに連

絡してください。また、それらの事由を証明する書類も提出してください。 

○住所、氏名を変更したとき…住民票、戸籍抄本 など 

○状況に著しい変化（死亡、自己破産、長期療養、生活保護受給又は廃 

止など）があったとき 

○他の支援制度による給付・貸付の利用が決定したとき 

（２）届出義務を怠った場合には、契約を終了し、一括償還を求める場合があり

ます。 

 

 

償還について 

 

（１）計画どおりに償還されない場合は、督促状を送付するとともに、法的措置

をとる場合があります。 

償還期日までに償還完了しなかった場合、残元金に対して年５％の延滞利

子が加算されます。 

（２）貸付金は、いつでも繰上償還することができます。 

 

 

借入申込に必要な書類 

 

（１）借入申込にあたっては、申請要件の事実を証明する書類が必要です。 

（２）書類は「コピー可」とされているものを除き、原本を提出してください。 

（３）審査のため、書類の発行元に内容確認を行う場合があります。 

（４）申込内容によっては、下記「提出書類」以外の書類の提出を求める場合が

あります。 

（５）審査のために提出された書類は、貸付審査結果にかかわらず返却しません。 
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【本人確認及び世帯の収入状況の分かる書類】 

提出書類 

１ 

□運転免許証 

□健康保険証 

□パスポート(外国人は必須※世帯全員分)     いずれか 1つ 

□在留カード（外国人は必須※世帯全員分）    以上 

□住民基本台帳カード(顔写真付き) 

コピー可 

２ □世帯全員分の住民票の写し（本籍地の記載のあるもの） 原本 

３ □障害者手帳 ※該当者のみ コピー可 

４ 

□所得課税証明書（世帯全員分） 原本 

□源泉徴収票（収入のある者すべて） 

□自営業者の場合は確定申告書、損益計算書（内訳書） 
コピー可 

 

【借入に必要な事由の詳細が確認できる書類】 

提出書類 

１ 

医療費又は介護費を支払ったことにより、臨時の生活費が必要なとき 

□病院・診療所等の医療機関・調剤薬局・介護事業者等が発行した 

領収書 

コピー可 

２ 
火災等の被災によって臨時の生活費が必要なとき 

□官公署が発行した 罹災証明書 

３ 

年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき 

※年金 

□年金証書（支給開始日が記載されたもの）または「制度共通年金

見込額照会回答票」 

※保険給付 

□雇用保険受給資格者証、労災認定書及び各種給付の支給決定を証

する書類、傷病手当の支給決定を証する書類、または支給決定書な

どのいずれか 

※公的給付 

□生活保護申請書など、支給決定が明らかになる公的な書類 

４ 

会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき 

□雇用保険受給資格者証または離職票 

□雇用契約書 

□復職証明書 など 
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提出書類 

５ 

滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出

が増加したとき   

 □領収書  

６ 

公共料金の滞納により、日常生活に支障が生じるとき 

 □請求書 

□督促状 

□退去通知 など 

７ 
継続的な支援を受けるための経費 

 □支援機関からの意見書 など 

８ 

給与等の盗難によって生活費が必要なとき 

 □警察署が発行する盗難届受理書 

 □給与明細書 

 □預金通帳の写し  

９ 

その他 

 □雇用契約書、雇用証明書、勤務条件がわかる書類 

 □支給決定が明らかになる公的な書類 

 □貸付理由が確認できる書類 など 

 

 

【送金に必要な書類】 

提出書類 

１ □送金口座の通帳の写し(銀行名・口座番号・名義が記載されたﾍﾟｰｼﾞ) コピー可 

２ □借用書 原本 

     

○申し込み・相談窓口 

  お住まいの市町社会福祉協議会へ 

   

   

 

 

   

 

 または、 

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 生活支援部 

    静岡市葵区駿府町 1-70 県総合社会福祉会館内 

          TEL ０５４－２５４－５２４４ 

2018.1 

コピー可 


